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「かに」事前確認申請に係る貿易管理サブシステムの利用促進について 

 

 日頃から外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。）

に基づく「かに」の事前確認について、円滑な審査業務に御協力いただきましてありがと

うございます。 

 

 政府は、従来より通関関連書類の電子化・ペーパーレス化を促進（※１）しており、経

済産業省としても外為法の輸出入許可・事前確認等の申請から承認・確認等までの「ＮＡ

ＣＣＳ貿易管理サブシステム」（以下「ＮＡＣＣＳ」という。）による電子申請手続の利用

を促進しているところです。また、「かに」の事前確認申請手続においても、皆様による積

極的なＮＡＣＣＳの導入により、電子申請率は平成 29 年に 50％を超えたところです（※

２）。 

つきましては、まだＮＡＣＣＳを導入しておらず、電子申請に移行していない申請者に

おかれましては、以下の電子申請のメリットを熟慮いただき、ＮＡＣＣＳの導入及び電子

申請の積極的な利用を御検討いただきますようお願いいたします。 

※１ 「日本再生戦略～フロンティアを拓き、「共創の国」へ～」（平成 24年７月 31 日付け閣議決定）に

おいて、「通関関連書類の電子化・ペーパーレス化の促進」が掲げられ、また、「日本再興戦略-JAPAN 

is BACK-」（平成 25年６月 14 日付け閣議決定）において、貿易関連手続等の迅速化、ペーパーレス化

の促進を推奨。 

※２ 「かに」の事前確認申請の電子申請率は、平成 30 年１月以降も電子申請の申込が増加していること

から、年内にも電子申請率が 75％程度に達する見込み。 

 

電子申請のメリット 

「かに」の事前確認を電子申請した場合、通常の窓口や郵送での申請に比べ、主に以下

のメリットがあり、事前確認申請に伴うコスト及びリスクが軽減します。 

① 事前確認書交付までに要する時間や経費の削減（事前確認の申請及び事前確認書の交

付のために来庁する人件費及び交通費、郵送費等） 



平成 30 年６月１日より、申請書類の一つである原産地証明書等は写しでの提出が

可能（ロシア連邦漁業庁の発給した証明書を除く。）となり、事前確認書交付までに

要する時間や経費の削減が見込まれます（改正については、こちら）。 

② 通関業者や税関への事前確認書の受渡し等通関までの時間や経費の削減（交通費、郵

送費、貨物の保管経費等） 

③ 事前確認書の管理コストや紛失リスクの軽減 

 

ＮＡＣＣＳ導入の手続 

 「かに」の事前確認を電子申請するためにはＮＡＣＣＳを導入する必要がありますが、

無料で導入・利用できます。 

ＮＡＣＣＳの利用手続は以下のとおりです。 

① ＮＡＣＣＳセンターに利用申込（申込方法の案内はこちら） 

【問合せ先：ＮＡＣＣＳセンター 0120-794-550】 

② 経済産業省へ申請者届出（申請者届出ページはこちら） 

【問合せ先：電子化･効率化推進室 03-3501-0953】 

※ ①において利用者ＩＤを取得後、①と同時並行で②の手続開始が可能。 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

経済産業省 貿易経済協力局 

貿易管理部 農水産室 

国際資源管理班 

TEL: 03-3501-0532 

FAX: 03-3501-6006 

 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/import/2018/20180515_033_im.pdf
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/data/tetsuduki/nss/shinki/shinki_bousubsys.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html

